
ichibarハッカソン参加規約 

 

この参加規約(以下「本規約」といいます)は、デジタルハリウッド株式会社と GMOあおぞ

らネット銀行株式会社 (以下「主催者」といいます。)が共同開催する ichibar ハッカソン

(以下「本イベント」といいます。)へ応募・参加するに際して、遵守していただく事項を定

めています。本イベントに応募することにより、本規約に同意したものとみなされます。 

 

①イベント概要 

本イベントは、エンドユーザー（顧客）向け非金融サービスや、事業者向け DX（デジタ

ルトランスフォーメーション）における組込型金融の具体的なアイデアを募り、銀行

API(*2)開発のテスト環境である sunabarを使用しながらブラッシュアップしていくこ

とで、組込型金融の具体的なビジネスモデルから必要なパーツまで創出することを目標

としています。 

本イベントの開催概要は次のとおりです。 

 

●概要 

1. 日程：5/ 22(日) 13:00～21:00 INPUT/Hack 

スタート/相談（オンライン・オフライン会場） 

 

5/23(月)～5/28(土) 各自で自由Hack  

※オンライン・オフラインサポートはありません。 

 

5/29(日) 10:00～19:30 

相談/Hack終了/プレゼン/審査/結果発表（オンライン・オフライン会場） 

2. 定員：約 10～15組 (1名以上を 1組とします。個人でのご参加も可能です) 

3. 会場：G's ACADEMY原宿校舎／オンライン(Zoom)併用 

   ※ハッカソン開催日のみ、G's ACADEMY 原宿校舎をご利用いただけます。 

4. 参加費用：無料 

5. 賞金：（最優秀賞：50万円、優秀賞：30万円、特別賞：20万円） 

上記に加え、希望者には sunabarの「エンジニアコミュニティ」や「よろず開発支

援室」、ichibarの「ビジネスアイデア検証環境」や「マーケットプレイス機能」な

どのサービスを通じて、製品化まで支援も可能です。 

 

②応募条件・方法 



本イベントへの参加のご応募を頂ける方は、次の条件のすべてを満たす方です。(本イ

ベントに応募される方を、以下「応募者」といいます)お申し込みは主催者指定の web

システムにて行って下さい。 

 

1. 全日程に参加できる方。 

2. アプリケーション制作経験のある方。 

3. スタートアップ・ギグワーカー含め、組込型金融の Enabler に興味がある FinTech 事

業者の方や、DX ツールの Tech企業、 DX コンサルタントなどの方を歓迎します。当

日のチームビルディングは行いません ので、チームを事前に組んでのエントリー、も

しくは個人参加（1人チーム）となります。2 名以上のチームの場合、デザイナー、プ

ランナーの方も含めてのチーム編成も可とします。 

4. 本規約及び主催者の定める個人情報の取り扱い（以下 ⑩ ）に同意していること 

5. 暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋等その他の反

社会 的勢力でないこと 

6. 厚生労働省が呼びかけている新型コロナウイルス感染拡大防止への協力事項として、

2022年度 版「正しく使おうマスク」「こまめにしよう手洗い・手指消毒」「目指そうゼ

ロ密！」の基本的な感染対策 の徹底にご協力いただける方。 

 

③主催者による参加者の決定 

2022 年 5月 13日(金)までに応募者のうち、本イベントに参加いただける方（以下「参加

者」といいま す。）のみに参加に関する連絡を申し込み時の web システム(Peatix)のメー

ル連絡にて行います。な お、応募多数の場合は書類選考により主催者が応募者の中から参

加者の選抜を行います。 見学等は原則、主催者の関係者のみとさせていただきます。 

 

④主催者による参加者の取消 

主催者は、参加者の決定後であっても、参加者が次のいずれかに該当する場合には、本

イベントへの参加をお断りできるものとします。 

(1) 応募にあたり、主催者に虚偽の申告をし、または必要な申告をしなかった場合。 

(2) 主催者、他の参加者等の迷惑になる、もしくは本イベントの円滑な運営を妨げるよ

うな言動をし、またはその恐れがあると主催者が判断した場合。 

(3) 主催者、他の参加者または本イベントの名誉、または信用を損なう言動をし、また

はその恐れがあると主催者が判断した場合。 

(4) 主催者が指定した期日までに所定の手続きをとらなかった場合。 

(5) 主催者が指定する参加方法をお守りいただけなかった場合。 

(6) 新型コロナウイルス感染予防に関するお願い事項をお守りいただけなかった場合。 

(7) 法令等に違反した場合。 



(8) その他本規約に違反した場合。 

 

⑤ 利用できる環境及び素材 

(1) 参加者は、主催者及び協力団体・企業が提供する API 及び素材を利用することが

できます。 

(2) 本イベントで主催者及び協力団体・企業が提供する素材(以下「主催者の素材」とい

います)に関する所有権及び著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利その他の権

利を含みます)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権(以下併せて「知

的財産権」といいます)はすべて当該素材の提供者にそれぞれ帰属し、参加者は本イベ

ントにおける利用以外の目的に主催者の素材を利用することはできません。 

(3) 参加者は、本イベントで使用する PC を自ら準備する他、主催者及び協力団体・企

業が提供する以外のデータ、ソフトウェア、コンテンツ等の素材を、主催者の定める範

囲内で本イベントにおいて利用することができます。ただし、 参加者は、参加者の準

備する素材が第三者の知的財産権その他の権利を侵害していないことを保証し、万が一、

当該素材の権利関係について第三者との間でクレーム、紛争が生じた場合はすべて参加

者の責任において解決するものとします。 

(4) 参加者は、主催者が参加者に貸与する機器等（以下「貸与機器」といいます）、およ

び主催者が参加者に使用を許諾するソフトウェアの利用について、主催者の指示および

主催者の定める規則等に従うものとします。 

(5) 参加者が、故意または過失により、貸与機器等に損傷を与えた場合、その修理・取

替費用等を負担していただく場合があります。 

 

⑥本イベントにて作成する成果物の権利の帰属及び利用 

(1) 参加者は、本イベントにおいて、イベント期間中に、主催者より提供されたテーマ

に関して新しいサービスのプロトタイプを構築し、そのプロトタイプの実物、またはプ

ロトタイプが動いている様子が記録された動画などがウェブ上で閲覧できるものを、主

催者に提出するものとします。 

(2) 参加者は、API、オープンソース・ライブラリー、事前に作成したワイヤーフレー

ム、デザイン素材、バックエンドコードを使用することが可能ですが、既にプロダクト

として発表されているものは審査対象となりません。また本イベント開始前に、成果物

のコンセプト、デジタルモックアップ、データベース設計を練ることは問題ありません。 

(3) 本イベントにおいて、主催者の素材を除く、参加者が作成した文章、スケッチ、図、

3D データ、CG データ、写真、音声、動画、ソフトウェア、プロトタイピングしたハ

ードウェアその他一切の成果物(以下「成果物」といいます)に関する所有権及び知的財

産権は作成した参加者に帰属しますが、参加者は主催者及び協力団体・企業が事前の相

談の上成果物を利用する場合については、成果物の知的財産権に基づく権利侵害の主張



をしないものとします。また、成果物に主催者の素材が含まれる場合には、参加者は成

果物を主催者の事前の許諾なくインターネットや第三者の目に触れるような場所等に

公開してはなりません。 

(4) 参加者は、成果物について生じた知的財産権について、主催者が利用を希望した場

合は、主催者に対してその成果物を利用する権利、またはその権利を第三者に許諾する

権利（サブライセンス権）を原則許諾することを承諾するものとし、誠実に協議しなく

てはなりません。また、本イベントの成果物について製品化が可能と主催者が判断する

場合、主催者及び当該成果物を作成した参加者は実証実験を含めた製品化に向け協力す

るものとし、必要に応じ、主催者による成果物に関する知的財産権の利用及び取得につ

いて協議するものとします。また参加者が独自に成果物の製品化を検討する場合にも、

事前に主催者に連絡するものとします。 

(5) 成果物は、他者を誹謗中傷するもの、特定の団体・宗教・思想を過度に宣伝・賛美

するもの、わいせつなもの、違法行為や反社会的な行為を助長するもの、法令に違反す

るもの、他者の知的財産権等の権利を侵害するもの、コンピュータ・ウィルスや不正プ

ログラムを動作させたり、これらを他者に利用させるものであってはなりません。 

(6) 成果物に関して、第三者からの権利の主張、異議、苦情、損害賠償請求等(本項にお

いて、以下「クレーム」といいます。)があった場合には、当該成果物を作成した参加者

の費用と責任においてこれを解決し、主催者は一切の負担をしないものとします。また、

当該成果物を作成した参加者は、主催者がクレームの処理、対応に要した費用(弁護士

費用を含む)を主催者に賠償しなければなりません。 

(7) 本イベントで主催者が収録した映像、写真・音声に関する所有権及び知的財産権は

すべて主催者に帰属します。 

 

⑦アイデアと秘密情報について 

(1) 本イベントにおいて参加者が提供したアイデア(コンセプトおよびノウハウ等を含

みますが、成果物として形になっているものは除きます)は、そのアイデアを提供した

参加者からの申出および参加者による権利化がなされないかぎり、人類の共有財産(パ

ブリックドメイン)として、他の参加者を含めた第三者が、無償で自由に利用すること

ができます。 

(2) 参加者は、前項に定める本イベントにおけるアイデアおよび成果物の取扱いを十分

に理解したうえで、非公開としたい情報、著作物、発明、アイデア、ノウハウ、コンセ

プト等については、本イベントにおいて利用せず、開示しないものとします。 

(3) 参加者は、自身の秘密情報を本イベントにおいて開示しないものとします。参加者

が自身の秘密情報を本イベントにおいて開示することを希望する場合には、事前に主催

者までご相談ください。 

(4) 本イベントにおいて主催者が参加者に対して、秘密であることを明示のうえ開示し



た情報は、主催者の秘密情報です。参加者は、主催者の秘密情報の取扱いについて、主

催者の指示および主催者の定める規則に従うものとします。 

 

⑧審査対象からの除外・賞の取消し 

本イベント後においても、本規約に関する違反や不正が発覚した場合は賞を取り消し、

賞品の返還を求める場合があります。審査会前に発覚した場合は審査対象から外します

のでご注意ください。 

 

⑨免責 

(1) 主催者は、応募の受け付け、参加者の決定を含む本イベントの実施に関するあらゆ

る過程において、ネットワーク、電話機、電子機器、コン ピュータ、ハードウェア、

ソフトウェアの異常もしくは制約または不正アクセス等の第三者の行為について、一切

責任を負わず、それらによって発生した、情報、成果物、電子機器等に対する損害につ

いて一切責任を負いません。 

(2) 本イベントに参加中の事故等により参加者が生命身体もしくは財産上の損害を被

った場合、その損害は参加者自身が負担し、主催者に何ら請求してはなりません。ただ

し、主催者にその損害の発生について故意または重過失が存在する場合はこのかぎりで

はありません。 

(3) 本イベント中の健康管理は参加者自らで行ってください。参加者は十分な睡眠及び

休憩を取るよう留意し、本イベント中に体調の不良を感じた場合は直ちに参加を中止す

るなど適宜の措置を行ってください。 

 

⑩個人情報の取扱い 

本イベントの参加者は、事前に Web システム（Peatix）よりエントリーする必要があ

り、その際にいただく内容には、個人情報等の情報が含まれます。 

本イベントにエントリーすることで、参加者はエントリーフォームに記入した連絡先を

はじめとする情報や画像などを主催者に提供することに同意したとみなされます。 

なお、主催者である GMOあおぞらネット銀行株式会社とデジタルハリウッド株式会社

は、以下に基づき個人情報を取り扱うものとします。 

 

(1)目的 

主催者が収集した個人情報は、以下の目的に必要な範囲で、参加者の権利を損なわない

よう十分配慮して取り扱うものとします。 

・イベントの案内および申し込みを確認するため 

・イベントに必要な資料や機材、情報を提供するため 

・イベントに関する広報活動のため 



・イベント終了後に行う知的財産権の許諾、成果物の権利化、事業化等の連絡のため 

・各種お問い合わせに対応するため 

(2) 個人情報の管理・保護について 

主催者が参加者の個人情報を管理する際は、適切な管理を行うとともに、外部への流出

防止に努めます。また、外部からの不正アクセスまたは紛失、破壊、改ざん等の危険に

対しては、適切かつ合理的なレベルの安全対策を実施し、お客様の個人情報保護に努め

ます。 

主催者は、参加者から収集した個人情報を、参加者の同意を得ずして主催者以外の第三

者に開示することはありません。また、裁判所や行政機関から法令に基づき個人情報の開

示を求められた場合は、事務局はこれに応じて必要最小限の範囲においてこれを開示でき

るものとします。 

 

⑪広報活動 

(1) 本イベントは主催者の各媒体やその他メディアにおいてイベントレポートの掲載

を予定しています。 

(2) 主催者は、本イベントを動画撮影、写真撮影、録音等の方法により収録し、本イベ

ントで開発された作品、成果物や発表内容を各媒体で公開する他、主催者及び主催者の

指定する第三者により各種媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、新聞、雑誌、DVD

等)において公開・利用することがあります。収録、公開される情報には、参加者の氏

名、 経歴、所属企業等のプロフィール、映像、写真、音声が含まれる可能性がありま

す。ただし、成果物について知的財産権を有する参加者から、成果物の権利化のために

成果物に関する情報を公開しないようお申し出があった場合には、主催者は、成果物の

権利化のために適切な措置を講じるよう努めるものとします。 

(3) 参加者は、氏名、経歴、所属企業等のプロフィール、映像、写真及び音声が記録・

公開・利用されることに同意した上で 本イベントに参加するものとし、主催者の自由

な判断による記録、公開及び利用に関し、肖像権、プライバシー権、パブリシティ権、

作品・成果物に関する著作者人格権等を行使せず、また一切の対価を請求しないものと

します。 

 

⑫本イベントの中止等 

主催者は、本イベントの運営上やむを得ない場合には、参加者に事前の通知なく、本イ

ベントの運営を中止、中断または内容を変更できるものとします。 この場合、参加者

の本イベントのための準備費用等その他一切の費用等について、主催者は責任を負いま

せん。 

 

⑬審査結果 



本イベントの審査は、主催者の定める基準によって行います。審査過程の詳細等につい

ては、参加者からお問い合わせをいただきましてもお答えできませんので、ご了承願い

ます。 

 

⑭本イベント終了後の流れ 

本イベント終了後、主催者への成果物に関する知的財産権（サブライセンス権を含みま

す）の許諾、成果物の権利化や事業化等について、主催者から参加者に打診させていた

だく場合があります。この場合、参加者は、主催者との協議に応じるものとします。参

加者が主催者から打診がある前に成果物の事業化を検討される場合、事前に主催者まで

連絡するものとします。 

 

⑮本規約の変更 

主催者において必要と判断した場合には、本規約は事前の予告なく変更する場合があり

ます。 

 

⑯法令等の遵守 

参加者は、本イベントに関する活動において、法令および公序良俗に違反してはならず、

また、第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害してはならないものとします。 

 

⑰所属先との関係 

所属先の法人等を代理または代表して本イベントに参加する参加者は、自身の責任で本

参加規約について所属先の法人等の同意を得るものとします。 

 

⑱合意管轄 

本イベントに関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的な

合意管轄裁判所とします。 

 

⑲疑義 

本規約に定めのない事項ならびに本規約および本イベントに関して疑義がある場合に

は、主催者の決定をもって最終判断とします。 

 

⑳責任 

参加者が以上の各項の定めに違反し、主催者または第三者（所属先の法人等）に対して

損害を与えた場合には、参加者は、自身の責任によりこれを解決し、主催者に対して何

ら迷惑、費用負担をかけず、損害の賠償等を請求しないものとします。 

 



以上 


